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第４回 第二期武蔵野市学校施設整備基本計画策定審議会 

 

○令和８年１月１９日（月曜日） 

 

○出席委員 

  福本会長 垣野副会長 谷川委員 喜連委員 木村委員 小島委員 

  村雲委員 澤木委員 安島委員 

  吉清委員 樋爪委員 真柳委員 

 

○事務局出席者 

  牛込教育企画課長 村越教育企画課学校施設計画担当課長 

  田中丸教育企画課学校施設担当課長  

  鈴木学校改築係主査 木村学校改築係担当 

荒井指導課長  

祐成教育支援課長 志賀教育支援課教育相談支援担当課長 

 

○日程 

  １ 開 会 

  ２ 議 事 

    （１）第３回審議会振り返り 

    （２）未来の学校施設のあり方について（委員による議論） 

       ・適正規模を下回る中学校に対する方策について 

  ３ その他 

    （１）次回日程２月２５日（水）午後５時～７時 市役所８１１会議室 
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午後 ５時０２分開会 

──────────────────────────────────────────── 

◎開会 

○事務局 お時間になりましたので、始めさせていただきます。 

 皆様、こんばんは。本日は第４回審議会、よろしくお願いいたします。 

 まず、開会に先立ちまして資料の確認をさせていただきます。 

 本日もペーパーレス会議で進めます。事前送付の資料以外に、本日配付した資料

として次第と席次表については、お席のほうに紙で用意をさせていただいておりま

すので、こちらの資料についてもなければ近くの事務局のほうにお声がけをいただ

ければと思います。 

 続いて、事務的な御説明を申し上げます。 

 まず初めに、本日の会議の記録用に録音をしておりますので、あらかじめ御了承

をお願いいたします。 

 また、発言の際には、オンライン配信のところもございますので、必ずマイクを

使って御発言をお願いいたします。また、発言が終わりましたら、お手数ですがマ

イクのスイッチを切っていただくようお願いいたします。 

 続いて、報告事項になります。 

 これまで事務局では、審議会の審議状況を市民に周知をしてまいりました。 

 10月27日から31日までの期間に市内６か所の中学校で、第２回の審議会までの審

議経過説明会を開催しました。こちらは全部で53名の方に参加いただきました。ま

た、第３回の審議会が終わった後、１月６日、８日、９日の３日間をかけて第３回

までの審議会の審議状況の説明会を市内３駅圏で開催をしまして、こちらは合計77

名の方に参加いただきました。教育委員会事務局主催の説明会での説明動画と質疑

応答集については、ホームページでも公開をさせていただいております。 

 また、これ以外にも、市民、社協、コミ研連、商店会、民生児童委員等を対象と

した出張説明も実施をしております。こちらの説明会での質疑応答については、後

日ホームページで公開する予定となっております。 

 報告事項は以上となります。 

 それでは、会長よろしくお願いします。 

○会長 皆様、こんばんは。 

 これより第４回第二期武蔵野市学校施設整備基本計画策定審議会を開催させてい

ただきます。 
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 次第、皆様のお手元におありかと思いますが、それに沿って進行を進めさせてい

ただきます。 

 まず初めに、本日の傍聴について、定員の範囲内での傍聴及びオンライン配信に

ついて許可してよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、傍聴希望の方の入室を許可します。これよりオンライン配信も併せて

開始をさせていただきます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事 

 （１）第３回審議会振り返り 

○会長 それでは、議事に入ります。 

 まず、議事の（１）です。第３回までの審議会の振り返りについてポイントのみ

振り返りをさせていただきます。 

 第３回の審議会では、事務局から児童生徒数の推計ですね、それに基づいて10年

後、20年後の市内中学校生徒数また学級数の説明をしていただきました。 

 それらを基にしまして、仮設定として置いておきました小中学校の適正規模につ

いて１校12から18学級、小学校でいえば１学年おおよそ２から３学級、中学校では

１学年おおよそ４から６学級ということで、審議会としてまとめさせていただきま

した。 

 なお、この適正規模を満たさない学校が直ちに問題になって、必ず適正規模内の

学級数とするための措置を講じなければならないというわけではないということは、

そのときにもお話はさせていただいたかと思いますが、繰り返しお伝えをさせてい

ただきます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事 

 （２）未来の学校施設のあり方について（委員による議論） 

  ・適正規模を下回る中学校に対する方策について 

○会長 それでは、議事の（２）ですね。未来の学校施設のあり方についてに入ら

せていただきます。 

 まず初めに、今後の審議会のスケジュールや審議範囲について事務局から説明を

お願いいたします。 

○事務局 今後の審議スケジュールについて説明させていただきます。 
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 今年度は次回、第５回審議会が最後となります。第５回審議会後に、教育委員会

に対して、今年度の審議会の審議をまとめた中間まとめを報告する予定となってお

ります。これまでの審議をまとめたものを、次回の審議会では中間まとめ案として

皆様にお示しする予定です。 

 今回の審議会では中間まとめの骨子、目次部分の章立てのみ、お示しをさせてい

ただきます。 

 資料の２を御覧ください。 

 資料の２には骨子の部分を載せさせていただいております。主な内容は第一期の

計画の項目を引き継いでいるものになるのですが、今年度の全５回の審議では全て

の項目の審議ができないというところになりますので、今年度審議した部分をこの

中間まとめには載せるという形になります。なので来年度あと５回審議会予定され

ていますが、その中で話し合う項目についてはまだこの中間まとめには反映してい

ないということで、そこは御了承いただければと思っております。 

 骨子については御覧いただければと思っております。 

 続いて、第３回の審議会の中で、審議会としては小中学校の適正規模を１校12か

ら18学級とすることでまとまりました。 

 教育委員会からの諮問で全市的な中学校の適正な数の審議を求められている中で、

前回の資料として御提示させていただきました生徒数の推計値を使って、単純に20

年後の中学校、今の中学校６校の生徒数の合計、こちらを今回まとまった適正規模

の学級数で単純に割った場合、武蔵野市において中学校の数は３校から４校となる

見込みとなっております。ただしこれは、もちろん地域ごとの偏在、それから学年

ごとの偏在などを考慮していません。そして、改築に当たっては地域の実情も踏ま

えた検討が必要となります。 

 今回策定する第二期計画期間中に改築を予定していて適正規模を下回る見込みと

なっている学校は、第二中学校それから第六中学校の２校となります。なお、第三

中学校、第四中学校については次期の第三期計画期間中に改築を予定をしておりま

すので、本日の審議からは対象外とさせていただきます。 

 事務局からの説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 中間まとめの目次案を今見ていただきましたが、こちらに関して何か御質問等あ

りますでしょうか。まだこれは案という段階のものですので、確定はしておりませ

ん。 



－5－ 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、議事を続けさせていただきます。 

 では、委員の皆様には、適正規模を下回る中学校への方策についてということで、

大変お忙しい中また難しい課題につきまして大変多くの御意見いただきまして、誠

にありがとうございました。 

 こちらに関しまして、事務局のほうから資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料３の説明をさせていただきます。 

 事前に委員の皆様には、適正規模を下回る中学校への意見ということで①として

提案する方策、こちらはこの資料３の表でいうところの一番上の表題のところに書

いてあります。大きくは３つ、再編、小規模存続、義務教育学校、こちらの方策に

ついては、御提案をいただいたものを取り上げさせていただいているのですけれど

も、まず①として方策の提案をいただいております。②として提案いただいた方策

に対してのメリット、③として方策のデメリットという形で、案を出していただい

ております。その中で主な意見を資料３という形で委員の意見集約表という形でま

とめさせていただきました。 

 いただいた意見を全て表示しているわけではございませんので、掲載されていな

い部分も含めて、この後、御議論いただければと思います。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様、資料３を開いていただいているかと思います。今御説明

にもありましたように、皆様からいただきました意見を集約させていただくととも

にこれを深めていこうというのが、今回また次回の審議会になるかと思います。 

 それでは、こちらの資料３を基にしまして、皆様から自由に御意見を出していた

だければと思っています。資料３には皆様の意見をまとめさせていただいています

ので、実際に自分はこういう意見を出したけれどもということにかかわらず広く意

見を出していただければと思います。 

 もう自由に出していただければと思いますが、まず口火を切ってという方いらっ

しゃいましたら、ぜひお願いいたしますが、いかがでしょうか。 

○委員 私、前回、適正の数が12から18という、その国の推進というかその数につ

いてどっちがいいのかよく分からないと発言をしたんですけれども、現状を見ると

今のままでもいいのかなと。要するに小規模校のままで、というような感じが、い
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ろんな方と議論というかお話をしている中でそう思ってきました。 

 実際この武蔵野の教育というのを見ると、これ適正に合致しているのは２つしか

ないんですよね、四中と二中と。なので、わざわざ再編する必要があるのかなとい

うのが自分の中で疑問に思っていて、今までこういう形でよかったので、このまま

でもいいんじゃないかというのがあります。 

 そうした場合その財政面どうするのかという話が出てきますけれども、それはま

た、前も言いましたけれども、その行政の中の改革をしていくということをセット

でやっていかなきゃいけないと思うんです、この学校だけが単独で動いているわけ

ではないので。 

 あと学校は地域の核となるのでやっぱり残しておいたほうがいいんじゃないかな

というのが、ここ１か月ぐらいの私の意見です。 

○会長 ありがとうございます。 

 意見を出していただく中で何度意見を出していただいても構いませんので、よろ

しくお願いいたします。ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 適正数についてですが、前回話をしていたクラス数でよいと話はしていた

んですけれども、年末年始にいろいろ考えておりました。その考えの中義務教育学

校がいいのかなと思うところが１点あり、じゃその義務教育学校はどことどこにす

るのかの点になると、二中だったら桜野小とか、六中だったら二小とか、また、境

南小のほうも入るんですけれども、境南小のほうもまた違う形であり何かそこはや

っぱり地域の連携も大事ですし、１番は子どもたちが急に変更になるとどうなんだ

ろうと思います。例えば二中と六中を一緒にしますと言われると、やっぱりその部

分で精神的なものって結構キツいのかなと思いますし。また、私も中３の子がいた

り、来年中１で入ってくる子どももいますけれども、やっぱり子どもたちの中でも

その話題は実は今すごく出ており、そこでやっぱり、この二中と六中が一緒になる

のはどうなの？というのが結構多く、子どもたちの声は聞こえております。また、

保護者同士が、子どもたちのその小学校生活でのいろんな友達付き合いもありそれ

も課題が出てきて、そのためにわざわざお引っ越しをされている方や、またそうい

う小学校からも受験考えたり、そこに行きたくないから受験をするというお子さん

が実は結構多く、特にうちの周りがそうなんです。 

１個勉強や友達付き合いなどそういった観点を考えて義務教育学校もつくってみる
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ものいいんではないかなと思います。 

 ただデメリットとしてはやっぱりその財政面の問題だと思います。今のこのテー

マ的には合わないといえば合わないかもしれないんですけれども、そういうふうに

形を少し変えてみるのもちょっといいのかなというふうに思う意見です。何かちょ

っとまとまらずに、ごめんなさい。 

○会長 全然大丈夫です。とんでもないです。ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 今、委員のほうから、義務教育学校という言葉をいただいたと思います。

今回３つのこの案の中でも一つとしてなっていると思うんですけれども、これにつ

いて過去に武蔵野市のほうで検討した経緯があります、小中一貫義務教育学校とい

うことでございますので。ちょっとそのあたりを事務局のほうから過去の経緯につ

いて御説明をいただけないでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 これまで武蔵野市のほうで、義務教育学校、小中一貫校併せてという形

になりますが検討してきた経緯がございます。 

 今回、委員のほうからも御意見いただいていたところなので、事務局のほうで少

しまとめた資料ございますので、そちらをこの後、配付をさせていただきます。お

手元に届いたら、説明を少しさせていただこうと思います。 

（資料配付） 

○事務局 お手元に届きましたでしょうか。 

 それでは、説明をさせていただこうと思います。 

 小中一貫教育（施設一体型義務教育学校）の検討経過及びこれまでの計画策定に

ついてという資料、お配りをさせていただきました。 

 一番最初に、平成28年２月、こちら武蔵野市小中連携教育推進委員会報告よりと

いうことで資料が出ております。全てを読み上げるわけではないのですけれども、

この中で、第二期の武蔵野市の学校教育計画において小中の連携をさらに進めた小

中一貫教育についても検討していくという言葉を受けて、こちらは行政主導で教育

委員会の内部に委員会を設置をして、教育指導面において小中一貫の教育を検討す

ることは有効であるという結論が出たということになっております。 

 なお、これ平成28年２月スタートしているんですけれども、今、第二期の計画を
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策定している中で、この第一期の計画を策定していたのは実は平成27年の６月から

ということになっていて、その中でこの話も出てきているということも併せて御説

明をさせていただこうと思います。 

 その後、平成30年２月、武蔵野市小中一貫教育検討委員会答申よりということで、

こちらに書かれている内容になります。ここの内容では、教育委員会においては、

小中一貫教育の実施の検討について、全市的な議論をさらに深めるよう努めていた

だきたいというような結論になっております。 

 その後、平成30年11月、こちら武蔵野市小中一貫教育のあり方懇談会の報告書よ

りという形になっております。こちらについては、上記の答申、その前の検討委員

会の答申を受けて、学識経験者、地域団体、それから副市長ということで、ここで

市長部局からも職員が入っているという形になります。教育長で構成された懇談会

を設置をしております。 

 懇談会の中では、一番最後の行になりますが、全ての小中学校区での施設一体型

小中一貫校における小中一貫教育は実施するべきではないと判断するというふうな

結論が、この報告書の中では出ております。 

 その後、平成31年の２月、武蔵野市の第六期長期計画の討議要綱のほうに移って

いきます。こちらについては、小中一貫校の教育の実施の是非については、小中一

貫教育あり方懇談会において、本市の学校環境が置かれている現時点での状況等の

総合的な議論を行った。この議論を踏まえ、小学校区単位での施設一体型小中一貫

校ではなく、従来の環境で、引き続き本市の学校教育に求められる目的、目標達成

を目指すというふうに書いてあります。 

 この従来の環境でというところが、小中一貫校ではなくというところと併せて今

後の計画のほうにも残ってくるワードになっていきます。 

 続きまして、令和元年12月、武蔵野市第六期長期計画の決定。こちらに関しては

文言が先ほどの小中一貫校ではなくという文言がなくなり、従来の学校環境の下と

いうところが残っております。 

 ここを読み上げると、武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき、各学校や地域の

実情に合わせた多機能化・複合化を検討しながら、従来の学校環境の下、学校の改

築を着実に進める。ここで小中一貫校というところの文言は消えてはいるんですけ

れども、それではなく従来の学校環境というところに、この小中一貫義務教育学校

のところが一旦否定をされて今の環境を残していくということが、長期計画にうた

われたという形になっております。 
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 これを受けて、平成27年６月から第一期の審議会が始まっていたんですけれども、

一旦この議論のために中断をしておりまして、その中断の後、再度再開をするタイ

ミングで、この考え方に基づいて第一期の計画はつくられてきたという形の経過が

ございます。 

 その後、令和６年１月、第六期長期計画の調整計画を決定するにあたり、ここの

中で、ここはちょっと読み上げます。 

 武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき、改築事業を着実に進める。本調整計画

期間中に改築事業が予定されている学校については、第二中学校と第六中学校の統

合の要否とその後の第六中学校跡地への第二小学校移転配置の可能性の有無など、

改築期間中も含めて教育面を第一に様々な観点から課題を検討し、関係者の意見も

聞きながら方針を決定して、事業を進めるというふうな文言になっております。 

 さらにこの後、第六期長期計画については第二次調整計画というものが令和７年

１月に策定をされております。ここで、現在、今回の審議会で諮問した内容の文言

が少し出てきております。 

 武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき、改築事業に着手している。学校の改築

においては、地域で子どもたちを育てるという視点が大切である。今後の改築事業

が予定されている学校は、子どもの学びを第一に、全市的な視点から中学校の適正

な数や未来における教育を見据えた校舎の在り方について、子ども、教職員、保護

者、地域の意見や専門家の知見を踏まえ、建築面、財政面など様々な観点を含めて

検討し、改築を進める。 

 ということで、これまでの経緯はこのような形になっていて、一旦、平成28年２

月から始まって小中一貫義務教育学校のことを議論をして、武蔵野市の中では検討

をしてきています。その間、第一期の計画も一旦中断をして、この議論の検討結果

が出て、施設一体型の小中一貫校については実施をしないという形の、このときは

判断をされて、第一期の計画が出来上がっている。それに基づいて今度、第六期の

長期計画が始まり、その中での調整計画、第二次調整計画という形で、今はこうい

う形で諮問の内容になっているということで経過があります。 

 すみません、ちょっと分かりづらいところもあったかと思うんですけれども、こ

の内容でこれまでの審議は進んできているという形になっております。 

 説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 これに続けて御発言があればお願いいたします。 
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○委員 今、事務局から説明があったとおり過去にもこの小中一貫義務教育学校に

ついては検討をして、最終的には長計、これは本市の最上位計画ということになる

んですけれども、その中でも全市的な議論の中で見送ったという経緯がございます。 

 今も第六期長期計画の期間中ということになりますので、議論することは大事だ

と思いますので、もちろん義務教育学校、一つの案ではございますけれども、これ

でいくとなると、この六長つまりこの今やっている学校施設整備基本計画の最上位

計画に対しての覆しといいますかになりますので、少し慎重に考える必要があるか

なというふうに思っております。 

○会長 ありがとうございました。 

 まず、御質問があればお受けしたいと思いますが、お願いいたします。 

○委員 ちょっと基本的なことなんですけれども、小中一貫教育と義務教育学校と

違うと私は認識なんですけれども、それとあと施設一体型の義務教育学校と書いて

あるんですけれども、これ一体型でなくてもいいんですかという簡単な質問なんで

すけれども。 

○会長 ありがとうございます。 

 事務局お願いします。 

○事務局 まず、施設一体型じゃないタイプの小中一貫があるかというと、例えば

隣の三鷹市などで学園制を取っていますけれども、ああいった形というのはあるの

かなというふうに認識しています。 

 いわゆる義務教育学校というと、それこそ校長先生がお一人でずっと見ていく形

になりますし、単純な小中一貫というと、小学校、中学校にそれぞれ校長先生がい

らっしゃるというケースもありますので、必ずしも完全にイコールではないかなと

いうふうに認識しております。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○委員 はい。ありがとうございます。 

○会長 ほか何か御質問があれば、今の事務局からの説明等に対して質問があれば

お受けしますが。 

 事務局お願いいたします。 

○事務局 本日こちらには来られていないんですけれども、委員のほうから発言を

求められておりますので、ちょっとつながせていただきたいと思います。 

○委員 本日はこのような形での参加になり申し訳ございません。 

 １点質問と、そのまま私の意見を述べさせていただきたいなと思っております。 



－11－ 

 まず、義務教育学校の設立は私も意見として出させていただきました。こちらに

関しては、廃校や合併の印象より、新規の学校とすることで印象が変わり前向きに

取り組みやすいと感じたことがあります。しかしながら今のお話の中でいうと再度

編成する、一旦、教育過程でおいて出た意見を再度やり直すというような過程にな

るのかなと思うんですが、ちなみに中高一貫校についても設立を考えてもいいので

はないかという意見も出させていただきました。 

 今の武蔵野市に高校は私立等々たくさんあると思うんですけれども、義務教育学

校という中に一貫のものも考えていっていいのかなと思ったんですが、範囲がかな

り広くなるので、これはあくまでも私の私見といったところでお出しさせていただ

きました。 

 内容としては、廃校や合併の印象より、新規の学校を設立することがとにかく印

象が変わり前向きに取り組めるというところを、市民としてはお伝えしたいところ

になります。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 そのほか、また意見を続けていきたいと思いますが、どなたからでも結構です。

御意見いただければと思います。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 私も小規模存続という形で、意見のほうは出させていただきました。 

 すみません。私、前回、子ども全員インフルエンザという状態で休ませていただ

いたので、資料のほう全て拝見はさせていただいたんですけれども、この適正規模

というところの見直しというところ、正直あまり私、重視していなくて、別にあく

まで基準でしかないと思っているので、それはいいかなと思っていて、頂いたもの

のその前回の資料の中で、その生徒数が結局減ってはいくものの、結局20年後も全

部の中学校を最低限２クラスはキープできるんだなというのを、私は読み取りまし

た。それって結局、現状の六中さんは７クラスしかないという形になっているので、

それと同等となるのであれば、そこまで問題ではないのかなというふうに思いまし

た。 

 もしやっぱりその適正規模というところを見据えて見直しをかけていきたいとな

るのであれば、現状それを満たしている二中であり四中であるところと現状の六中

を比較したときにこういう差があって、やはり大規模のほうはこういうメリットが

あるよねというような話があって初めて、じゃやっぱり大規模というほうがいいん
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じゃないかという議論になるのかなと私は思っているんですけれども、あまりそう

いう流れになっていないなというふうに思っています。 

 要は結局、今の審議の軸というか課題になっているところが正直何なのかなと、

私はあまり分かっていなくて、私は単純に子どもの数が減っていくというところが

課題なのかなと思っています。それに対して学校の改築というタイミングが来てい

るので、それを見据えてどういうふうな形で進めていくのかというところなのかな

と。一番の課題が子どもが減っていっているというところに対して、今と同規模の

施設を造っていく必要があるのかどうかというところかなと、私は思っています。 

 結果的に見るとそんなに減らないんじゃないというところを感じているのと、ち

ょっと前回の資料の小学校のほうが大分減るというほうが問題なんじゃないかと私

は思っていて。単純に見ていったんですけれども、結局、小学校のほうでいったら

１学年１クラスになってしまうような学校も発生してくるというふうな数字が出て

いる中で、ちょっと話題に出ていたその小中一貫校とかいう考え方で、ある程度の

学校全体としての規模をキープしていくとかいうやり方はありなんじゃないかなと

いうのは、ちょっと本日のお話を聞いていて感じたところであります。 

 以上になります。 

○会長 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。お願いいたします。 

○委員 私、皆さんの意見とちょっと反対の意見でして。私、児童数が減っていく

ほうのほうもやっぱり見ているんですけれども、さっき御指摘のように将来的な最

後のところの表の一番最後の末端では逆転しているんですけれども、これはそこで

止まっている意見かなとも私は見ていまして、それはまた増える状況があるのかな

と見ていましてね。逆に取りまとめたほうが私はいいんじゃないかなという意見な

んですよ。 

 メリットと、先ほどこの表の３番のところだったかな、ところにデメリット、メ

リットのがありましたけれども、そのやつを見ていましても、そちらのほうの意見

のほうが私は推していきたいなというふうに考えております。 

○会長 ありがとうございます。 

 まずは一旦は全ての方に御発言いただければと思いますので、校長先生方いかが

でしょうか。 

○委員 私としても、今、資料の３に書いてあるとおり再編のほうがいいんじゃな

いかなと思っています。 
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 やはり中学校のほうは、ここに書いてある多様な教育活動とか専門性の向上につ

ながります。あとやはり予算の面で仮校舎の期間がゼロになるというのと、あとそ

れに伴って地域コミュニティーの核を維持していくのと、あと防災の観点ですね。

地域防災の拠点として機能を維持していく必要があるなと思いますので、そのあた

りからしてそのような意見を述べさせていただきます。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 私のほうからは、義務教育学校、小中一貫校というようなお考えが話があ

ったんですが、私も小学校中学校一貫の学校に勤務しておりました。そうすると小

学生の活躍の場がなくなってしまうんですね、６年生のお子さんが。中学生の生徒

会の活動の中に小学生が入ってくると、小学生がなかなか意見を言ったりとか活動

をする場所が少なくなる。 

 もちろん児童会とかってあるんですけれども、そういう場所がなくなってしまっ

て、なかなかないのかなというのが一つと、それからちょっと保護者の方と話をし

てみると、どちらかというとやっぱり中高一貫校を希望される方のほうが多いのか

なという雰囲気を感じています。今うちの学校もすごく休んでいる、受験に備えて

欠席をされている方が多いような状況がありますので、御希望としては中高一貫校

を希望されるお子さん方が多いのかなという今印象を持っております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 では、そのほかいかがでしょうか。一巡目としてお願いします。 

○委員 私の意見としては再編という形で出させていただいています。もちろんメ

リット、デメリットあるので、そこを見た上で皆さんで判断されるところを最終的

には尊重はしたいと思います。私が考えた理由ですけれども、ちょっと適正規模に

ついて議論がちょっと戻ってしまって、そこは逆に前回の議論がちょっと何のため

にやったのかなと思っているところはあるんですが、今回出てきた対策のうち、基

本的には適正規模を考える場合は、全市の生徒数見込みについて全体に全市的に学

校が多いのか、学校数は適正だったけれども偏りがあるのかというので、課題が大

きく異なっていて、全市的に生徒数が少ないということになると、基本的には再編

という形以外は適正規模でないところをどうするかという対策なので、教育的なと

ころは私申し上げられるわけではないんですが、まず適正規模の学校をつくろうと

したときにするデメリットがどうしても解消できないのかというときに、ほかの案
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というのは出てくるものなのかなというふうに考えています。 

 あとちょっと義務教育学校の話が出ていましたが、もともと先ほど言ったとおり

これはかなり丁寧に議論をして、私は今、長期計画を担当している部署ですけれど

も、長期計画であくまでも教育のほうから出された意見を基に長期計画でオーソラ

イズということですので、これを元に戻して議論をするというと、そういった手続

は必要になるだろうと思います。 

 あと物理的なものもあると思うので、再編となると、まさか18校の義務教育学校

ということはないですから確実に再編も伴いますので、かなり大きな議論になって、

計画の面でも議論の面でもタイムテーブルは大きく異なってくるだろうというふう

に思っています。 

 あと、先ほどのお金の話を少し出されたところがあると思うんです。大枠でいう

と、やはり今学校が１校でおおむねもう100億では造れない時代になってきていると

思います。これからのところは確実に100億を超えてくる、で２校つくれば例えば

200億。もしどういう形で、統合とかにもよる。統合した場合はざっと考えてもかな

り、１校だと共用部分もそうですし特別教室もそうですし普通教室のマージもそう

ですし、ほかの規模を見ると大体、仮設もありますが、50億円ぐらいは変わってく

るのかなと思っています。 

 高いからそっちがいいとか安いからこっちがいいではなくて、一定教育的には適

正規模の学校を造ることができて、その上でデメリットで挙げられているところが

しっかりケアできるのであれば、そこの財政的に出てきた部分を、武蔵野市がいろ

んな形で特徴的な教育をしてきましたので、そういった特徴的な教育を今後もしっ

かりやっていくためには、やっぱりハードが上がってきたときにどこに充てるかと

いう面でも、そこの余力を持っておいたほうが合理的な考え方ではないかなという

のが私の意見です。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 私も、この３つの中では再編という形で意見を出させていただいておりま

す。 

 当然、教育的なメリット、デメリットというのはしっかり考えなくてはいけない

と思うんですけれども、その教育面における大きなデメリットというのがそこにな

いのであれば、大きく言えば２つの理由からになりますが、学校改築の困難性とい

うところとあとは財政面、その２点に鑑みて新規中学校としての再編というのが望

ましいのかなというふうに考えています。 
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 １つ目の学校改築の困難性というところなんですけれども、もともと六中はかな

り敷地が狭いといったところがあって、その中に仮設校舎は全く建てられないとい

うわけではないんですけれども、かなり厳しいということは以前も言っていたと思

います。 

 その場合に、仮設の期間中ですね。恐らく五中のようにきちんと校庭が確保でき

るかどうかというのはなかなか難しい部分もあるとは思っていまして、例えば体育

とか部活のときに、全然これは決まった話ではないですけれども、ちょっと離れた

公園まで都度歩いていくですとか、そういったこともあり得るのではないかという

ところで、これは改築期間中の生徒の皆さんたちの学校生活の質というのにかなり

大きく関わってくる問題かなというふうに思いましたので、この統合というのはあ

くまでも副産物的なものではありますけれども、その改築の困難性におけるメリッ

トというのは一つあるかなというふうに考えております。 

 それと財政面については、先ほど委員が発言したとおりなんですけれども、今、

建築費がどんどん上がっている状況で物価上昇も終わっていない状況です。小学校

ですと、やっぱり１校あたり本当に100億の時代になってきているといったところで、

仮設校舎も今非常に高騰しているといったところがございますので、合計で約120億

円かかるといったような、それが小学校になりますが、中学校はちょっと面積規模

が下がるので、もう少し少ないと思いますけれども、今後またどこまでこれが跳ね

上がっていくのかといったところは、非常に今後の、これは学校だけでなく武蔵野

市の公共施設の再編、再構築に当たって、非常に大きな課題であるというところで

あります。 

 あと改築の費用だけがクローズアップされるところもあるんですけれども、実際

改築するとランニングの経費ですね。光熱水費であったりですとか、改築するとき

にも備品や消耗品の購入とかでやはり億単位のまたお金がかかってきたりですとか、

相当大きなお金がかかってきます。おおむねもし二中、六中を再編した場合は、そ

れぞれ造るのと比べると、あくまでこれ試算というふうに聞いていますけれども、

約50億円ほど違ってくるという話も伺っています。 

 この50億円が武蔵野市が支払えないという状況ではもちろんございません。武蔵

野市の市民の皆様の非常に高い担税力に支えられて財政力の高い武蔵野市でありま

すので、そういうわけではないんですけれども、今後、様々変動要因が生じる可能

性もあり、中長期的に考えていくと、難しい面も出てくると思っておりますので、

この50億という差が、やっぱり教育面における大きなデメリットがないのであれば、
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よりソフト的なところに有効的に使うことができる。それが投資としての選択と集

中となり、武蔵野市としてよりよい学校環境をつくっていくために必要なのではな

いかなというところで考えています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 今お一人ずつ御意見はいただいたと思います。大丈夫ですよね。 

○委員 まだ、すみません。 

○会長 ごめんなさい。失礼しました。 

○委員 私は12から18という国の示している考え方にこだわりたいなというふうに

思っていました。２クラスあればキープできればという意見も先ほどございました

けれども、小学校だったらそうかなというふうに思うんですけれども、中学校で２

クラスキープで今もそういうところあるしという、ちょっとそういうことなのかな

というのを思っておりまして、自分の経験や自分が保護者としての経験というとこ

ろから考えても、やはり12から18で中学校で考えると最低４クラスほどになるかと

思うんですけれども、そのくらいないと、やっぱり中学校としての、子どもも本当

にいろんな子どもがいるわけですし、それに応じていくためにはそれなりの教員の

数の確保というところは出てくると思います。 

 多様な人間関係をそこで学んでいくということでもあると思いますし、少し対応

が難しい、課題になるようなお子さんがいた場合でも、いろんな教員がいるからこ

そ対応ができるというそういうことなんじゃないか。むしろいろんな先生がその子

についてどんどんディスカッションしてほしい。そういう環境をつくっていくべき

なんじゃないかなということを思っております。 

 じゃそのために何ができるかといったときに、やはり再編という選択しかないの

かなと。ほかの手はないのかなと思って考えてきましたけれども、再編しかないの

かなというふうに思っております。 

 これは、やはり地域からの様々な心理的なところで抵抗というところはあるかと

思いますが、何のためにやるのか、何が最適解なのかというのは説明を尽くしてい

かなきゃいけないことだと思っておりますし、メリットとしては一つは、先ほども

出ておりましたけれども仮設校舎期間ゼロにできるという。これ大体今３年ぐらい

かけて建築をするわけですけれども、その間がちゃんと仮設じゃないところで学べ

るというのは、これは中学生にとっては大きなことだと思います。 

 今回も第一中学校なり第五中学校もそうですけれども、３年間のうち最後の学期
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だけは何とか新校舎で学んでもらうということで、ぎりぎり工事のほう間に合わせ

てというところがあるんですが、多分そういう、子どもたちにとっても、あまり言

わないですけれども、そういうものだと思って素直に受け入れてくれるのが中学生

なんですけれども、やはり何とかできるんであれば仮設の期間がゼロになるという

ところは、実現してあげたいなというふうに思っております。 

 また、具体的には第二中学校の北側の旧桜堤小学校跡地というところで考えるわ

けですけれども、あそこのエリア、避難所としてのメリットがあると思っているん

ですね。例えば桜堤調理場が隣接しているというこれ、もしそういった災害時が起

きたときに、当然調理場としては各避難所のほうに食べ物等を配給していくわけで

ございますけれども、そういった場合にも道路がどうなっているか分からないとい

う。ただ隣接していると、これ間違いなくメリットになるんじゃないかなと思って

おります。また、あそこちょうど浄水場なんかも非常に近くにございまして、そう

いう意味でも西部エリアの一大防災拠点というふうになり得るんじゃないかなとい

うそこも、一つのメリットになるというふうに思っております。 

 もちろんデメリットとして学区域というところでは通学距離が長くなるから、そ

の生徒をどうするとか、そういったことは考えていかなきゃいけない。具体的には

もう自転車通学なんて話もその他意見で今日一部出ておりますけれども、そういう

ことも考えていかなきゃいけないのかなと思っておりますが、まず、どうあるべき

か、教育、子どもの学びを第一にというところをこの審議会では大事に議論してき

たと思っておりますし、そのための12から18というところにはもう少しこだわりた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。大変失礼いたしました。 

 これだけは言っておかなきゃというところがまず今の段階であれば、お願いいた

します。 

○委員 北側の敷地を有効利用という話なんですけれども、私、二中と桜野の学校

を車椅子を押しながら、いろいろ調査してみたんですよ。今の現状の話ですね。そ

うしましたら、両方とも傾斜地のところに校舎が建っていまして体育館もそこのと

ころにあるんですけれども、避難して来る方の中にいろんな方がいらっしゃるんで

すけれども、要配慮者の方々がいるとあの坂がすごくネックになるんですよ。 

 北側ですと平らなものですから、傾斜地がない分だけすごく楽になるかなという

のがありまして、建て替えたときにそこに造っていただけるんだったら、私、物す



－18－ 

ごくメリットがあって防災上の設備としてはいいものができるんじゃないかなと考

えています。 

 今あるやつをこう調べた結果なんですけれども、本当に皆さん、健常者は分から

ないんですよ。ところが車椅子乗っけて歩いていまして、本当に体の悪い方を乗っ

けて歩きました。本人に今のところの現状のところを転がさせたんですけれども、

上がっていけないんですよね。 

 それから、二中の場合、今の場所を見ますと外からの入場の口が坂についていま

す。その坂を使わないと仮設のトイレに行けない構造になっています、今。そうい

うことが解除されるんだったら、平らなところに造るメリットが非常にあると思い

まして、考えていただくと一つの一考に考えていただければありがたいなというふ

うに思っております。 

○会長 ありがとうございます。 

 今、大体一巡的な形で御意見をいただきました。今回は、特に結論まで至らなき

ゃいけないということではなくて、十分な議論を尽くしたいというところがありま

すので、まず今一巡、御意見いただいたというところです。 

 それでいろいろな御意見、観点いただいたと思います。少し私のほうで、考えな

きゃいけない観点というところを、いただいた御意見からまとめさせていただきた

いと思います。 

 まず、私たちが安易に流してはいけないというところで、適正規模とは何ぞやと

いうお話があったかと思います。なぜ適正規模ということを前回まで考えてきたの

かということですね。根本的なところだったかと思います。 

 それに関しては、適正規模というのが何のためにあるのかというところが、教育

的なよさを維持するためという御発言があったかと思います。言い換えると、今回

の審議会で、一番大事にしたいところ、子どもの学びを高めていきたいというとこ

ろですね。子どもの学びを高めるためにはどういうふうにしたらいいのかというの

を施設面というところから迫っていくというのが、今回我々のタスクかと思います。 

 教育的なよさと言ってもいろいろありますが、今いただいた御発言の中では、子

どもたちの人間関係どう考えるか。また、教員の専門性という言葉もありましたが、

やはりこの時代、教員の確保というのが非常に難しい。その教員の確保という面。

それから、今、学校で必要なのが、教員だけではなくて、いわゆる支援スタッフと

言われる人たちですね。名称たくさんありますので一まとめにはできないんですけ

れども、教員ではないけれども子どもたちを支えるスタッフですね。それが今不可
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欠であるという点。 

 そういう人員確保というところ含めて教育的なよさをどう維持していくかという

ところを考えるために適正規模があると、だから適正規模はしっかり考えていく必

要があるという観点が一つです。 

 それから、もう一つ、繰り返しになりますが、教員の専門性を高めるという観点。

これが要は教員面ですね。そこのところの視点があるということ。 

 それから、今繰り返しの御発言ありましたが、地域防災という観点。ここも考え

ていかなきゃいけないだろうというところ。 

 一方で、子どもの精神的な負担というところも考えていく必要がある。これはい

ろいろな場面で考えられることかと思います。学校が統合されてなくなってしまう

ということの負担もあるでしょうし、逆に仮設期間を生み出さなきゃならないこと

による、それによって、子どもが受ける精神的なまた物理的なデメリットもあると

いうこと。広い意味での子どもの精神的もしくはいろいろな面での負担ということ

も考えなきゃいけない。 

 それから、もうこれは無視できませんが、財政面ですね。億という単位で違って

くるというところ。 

 もう一つは、今、最後の委員のところから御発言あったところを入れますと、地

形というんですか。そういった、その面でしょうか。ちょっとごめんなさい、私、

専門的に何て表現したらいいか分かりませんが。 

 何ていったらいいですか。 

○委員 傾斜地に建っているんですよ。 

○副会長 高低差。 

○会長 高低差ですとか。 

○副会長 バリアフリーですかね。 

○事務局 立地条件という表現で。 

○会長 立地条件のほうがいいですかね。 

 学校の立地条件というところですね。その辺も今皆様の御意見から拾ってくるこ

とができる観点かなというふうに思います。 

 すみません、私が勝手にまとめというか拾わせていただいたんですが、これ抜け

ていますよという観点があれば、ぜひ出していただきたい。観点です、メリット、

デメリットではなく。これから議論を進めていく上で、これもなきゃ駄目でしょう

という観点が今のところあれば。 
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 取りあえずよろしいですか。また出てくるのはいいと思うんですけれども、取り

あえず一巡目として今申し上げさせていただきましたような観点から、また第２ラ

ウンドではないですけれども、またほかの委員の方々の意見も聞いていただいて、

さらに皆さんから御発言をいただければと思います。 

 順不同でいきたいと思いますので、御意見いただければと思います。どなたから

でも結構です。いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 一巡、皆さんのお話を聞いて感じたところは、冒頭、私申し上げたとおり、

結局我々は何を課題と感じて、何を課題と思って何を議論していくのかなというと

ころは正直ぶれているなというふうに思いました。 

 やっぱりその仮設校舎云々の話であるとか、いわゆるその改築の計画に関わって

どういったデメリットが生じる云々、それを踏まえたら再編のほうがいいであると

か、財政の話であるとか、出されても、正直、私その辺一切考慮して考えていない

ので、話かみ合わないなというふうに思いました。そこって何か、この審議会とし

てどういう方向で何をもって議論していきたいのかというところが、あまり正直よ

く分からないなというふうに思いました。 

 委員のおっしゃるその適正規模というところにこだわって大きいほうがいいとい

うところに対しては、先ほど申し上げたとおり、これ多分比べられると思っていて、

今の二中と六中比べればいいじゃんみたいな話で割と明確に出せると思うんですよ、

それって。では、そういうものを出した上で議論していくとか、もうちょっと何か

具体的な数字であるとか、そういったところを出していかないと何か話まとまって

いかないんじゃないかなというふうに思いました。 

○会長 ありがとうございます。 

 そのほかの意見もいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 財政面のことも今出ていましたけれども、今、日本全体として教育費って

物すごい抑えられているんですよ。私思うのは、こういうハード面も含めてソフト

ももっともっと投資をしていかなきゃいけない。確かにその財政面である程度抑え

は必要なんですけれども、子どもの教育を考えたら、もっともっと投資する方向で

考えていただきたいなというのが本音ですね。 

 だから、そこと半面、財政はどうするのかという話が出てくるので、それは行政

のほうのスリム化をするのは当然しなきゃいけないし、そこを放っておいて、これ



－21－ 

だけやっていたら何もできないと思います。いい学校も造れないと思います。 

 あと防災の観点ちょっと出ましたけれども、防災の観点でいうと、今の中学校っ

て中央線より北だけにあるんですよ。だから南に位置する境南とか井之頭とか第三

小学校というのは、日中いわゆるもし災害になったときに動いてもらえる中学生と

いうのはいないんですよ。そういうことも考えて義務教育学校なり小中一貫で、私

は境南でモデル校として１件やったほうがいいんじゃないかなというような意見し

ましたけれども、また、そういうところを考えて、再編なのか、どういった形にな

るのか分かりませんけれども考えていただければと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 今、委員のほうから、具体的に境南のところで小中一貫義務教育というん

ですか、のモデル校という話が出たかと思うんですけれども、物理的にあそこ、そ

んなに境南小の敷地って大きかったかなというところがありまして、もし事務局で

分かれば、物理的にあそこにその小中を入れた学校というのが建てられるものなの

かどうかと、ちょっと説明をお願いします。 

○会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 今御意見ありました現境南小の敷地に小中一貫の学校を造られるかとい

うところの建築面でのお話をしますと、委員もよく御存じだと思うんですが、今、

境南小の生徒数は約700名ちょっとあります。聞いている話ですと、現状の既存の学

校でもかなり教室が使われており、比較的学童もいっぱいで、要はスペースが足り

ないという状況であると聞いています。また、校庭も、恐らく700人の児童が一斉に

遊ぶと、かなりいっぱいという状況であると聞いています。 

 そういう状況の中で仮に今回、境南小だけで小学校と中学校を一体にするといっ

た場合に、単純に考えると700人の半分が上乗せ、要は1,000人規模の学校が必要に

なってくると。そうしたときに恐らく校舎も一定まかなうためには、単純に1.5倍と

は言いませんけれども1.3倍、1.4倍という規模の学校が必要になってくると考えら

れます。 

 また、小中一貫でも例えば体育館というのは小学校と中学校でも仕様は違います

ので、できることなら小学校用の体育館、中学校用の体育館を作ることが望ましい

とか、あと校庭に関しても、小学校は、放課後グラウンドで遊ぶ一方で、中学校は

部活があるというところで、小学校と中学校の明確な区分された一定の広さの校庭
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も求められると思います。 

 そういったことを鑑みると、今の生徒数で考えると、現敷地に小中一貫の学校を

作ることはなかなか厳しいものがあると言えるのではないかと思います。 

 あともし補足であれば、またお願いできたらと思います。 

○委員 ありがとうございます。 

○副会長 今ちょっとグーグルアースでこの境南小学校の敷地をずっと見させてい

ただいて、これ境南小学校は５階建てなんですか、４階建て。 

○委員 ５階ですね。 

○副会長 ５階建て。 

○委員 地下があるので。 

○副会長 地下もある。なるほど。 

 今この議論の場の中で小中一貫校とか義務教育学校という話があって、校長先生

が小中でそれぞれお一人ずつなのか、９年間を通した教育をやるので校長先生がお

一人なのかとか、そういうその先生の体制とかもあるんですけれども、あとは、や

っぱり単純に中学校と小学校それぞれの授業が成り立つような設備と面積とあと体

育館も、中学校の体育館と小学校の体育館で実はちょっとサイズが違っていまして、

中学校以上の体育館というのはいわゆるプロでも使えるぐらいのサイズを確保する

のが必須になってくるんですけれども、小学校の場合は小ぶりでも大丈夫というふ

うな感じで。 

 ちょっと小学校と中学校だと例えば階段の蹴上げも含めて意外と違うところがあ

って、それを一つにまとめるというのはなかなかのテクニックが要るのと、やっぱ

り一番大きなのは敷地面積が、例えば中学校だと部活が入ってくるとか、いろんな

小学校にプラスアルファした敷地が欲しくなってくるとなると、結構な敷地がある

ほうがいいので、なので例えば田舎の郊外とかだと割と造りやすかったりはするん

です。敷地が結構あって、もうめちゃくちゃ幾らでもまだ建てられますよみたいな

感じだと、小中とか義務教育学校というのは割と建ちやすいんですけれども、この

敷地だと結構、狭小なのかな。ちょっと僕、すみません。僕これ現地行っていない

ので、今、三次元上で見ているだけなんですけれども、ここに中学校がもしさっき

お話出たみたいに単純に２分の１さらに生徒の数が増えて、背が高くなるとすると

相当要塞みたいなものになる感じはちょっとありますかね。 

 すみません。ちょっと長くなりました。 

○会長 ありがとうございます。 
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 そのほかいかがでしょうか。お願いいたします。 

○委員 先ほど、そもそものこの委員会のという話で、私は市長部局から来ている

ので、設置した側ではないですけれども、そもそも、こちら長期計画の二次調整計

画のほうから始まっています。二次調整計画の文章をもう一回読みますけれども、

武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき、改築事業に着手している。学校の改築に

おいては、地域で子どもたちを育てるという視点が大切である。今後の改築が予定

される学校は、この子どもの学びを第一に、全市的な視点から中学校の適正な数や

未来における教育を見据えた校舎の在り方について、子ども、教職員、保護者、地

域の意見や専門家の知見を踏まえ、建築面や財政面など様々な観点を含めて検討し

改築を進めるとあります。文章としては短いですが、長期計画策定委員の間でも相

当な議論がありました。 

 この中で大事なのは、基本的にはその校舎の在り方というときに、これから建て

るときにはダイレクトに影響してくるのは規模のところだと思うんですけれども、

その規模もここで言っているのは、未来における教育なので、もちろん今の学校の

校舎で12クラスぐらいのところと７クラス、８クラスのところのを比べてメリット、

デメリットを見るというのも意味はもちろんあると思いますし。ただ今の学校って

当然先生たちも、これから建てる学校もそうですけれども、デメリットの部分は極

力出ないように努力をされているので、じゃ今、授業がどうということではなくて、

どういうところを学校がフォローしなきゃいけないかも考える必要ありますし、ま

た、本当に大事だと思っている議論、これまでもしかしたら不足していたから話が

戻ったのかもしれないですが、今までどおりの形の校舎を造る。 

 例えば五中とか一中そういった校舎でどういった授業をやっていくかというのを

新たに考えていくときに、適正規模ってどうだろうというところを議論していくの

で、これから建てる子どもたちのための校舎、それに対する適正規模というのを検

討して、私は一応前回までそういった学校を見た上で適正規模というのを皆さんが

御納得されて、じゃその適正規模の学校をどうやって造っていこうか。 

 もしできないのであれば、その適正規模でないところのデメリットをどうしてい

くか。もしくは適正規模でこういう学校できるけれども、そのための多分通学とか、

あとはその今まで通っていた地域と変わってくるというところをどうフォローしよ

うかという議論になっていくと思っているので、そのあたりのところをもう少し深

めていくというところが重要なのかなと思っています。 

 あとちょっとコストの話が出たんですが、もちろん行政、いろんな形でコスト削
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減、今もできる範囲では頑張っていると思いますが、まだまだ物足りないと思われ

る方もいらっしゃるかと思います。 

 ただ当然いろいろなことをやっていくのに、今回の学校でいえば建て方によって

何十億、ランニングを含めればそれ以上の差が出てくると思います。なのでハード

を今の数整備するのがどうしても大事ということであれば、別にそれを私も否定す

るつもりはありません。ただ統合のほうである意味適正規模でしっかりした教育が

できて、そのためのフォローアップもしっかりできるというのであれば、そこの余

力をいろいろな教育のソフトのほうに使える状況のほうが、子どもたちにとって好

ましいのかなと。 

 今、今の校数で建てたからといって武蔵野市の財政がすぐどうにかなるわけでは

ないので、未来の子どもたちのために、当然費用面もここで建築面や財政面など

様々な観点もすごく議論がありました。財政面を入れる、入れないは、すごいこれ

何回にもわたって議論あったんですね。ただ全般として財政面を入れたのは、やっ

ぱりそこが昔、学校を30億、40億で造っていたものが、100億を超える形。だからハ

ードにかけるというのは、どうしても費用対効果に劣る部分が出てきている。その

中で、私たちは何を選んでいくべきか。 

 だから、子どもたちのためにお金を使いたくないとか、教育にお金を使わないと

いうつもりは全くありません。ただこういった中でどれがベストな選択なのか、新

たな校舎、そこでやる教育を考えてやりましょうということだと理解しています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 今までのお話を受けて義務教育というところではなく再編について質問と、

そちらに賛同したいという旨を伝えたいというところなんですが、先ほど統合と再

編は私は別物と考えていて、再編というのは、あくまでも例えばあの地域でいうと

一中、五中とかも含めて地域なども編成をかけて適正人数にしていく、適正クラス

にしていくというふうな意識でいるんですが、それは合っておりますでしょうか。 

 という点と、あと再編にするメリットが防災観点、ハード面、ソフト面で、子ど

もたちが仮設校舎がある中で過ごすということに対するストレスを感じているのは、

物すごくいろんなお子さんから聞いているので、これがないというのが物すごくメ

リットだなというふうに感じております。 

 学区ですとかで、デメリットという面で自転車で通うですとかバスで通わなけれ

ばいけないとか、そういったところも考えなければいけないんですけれども、地域
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の再編という形で子どもたちにも少し前向きに捉えていただけるような、親御さん

たちにも捉えていただけるような形を考えていきたいというふうに思いました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 今、委員のほうから御質問があったので、こちら事務局のほうからの回答でよろ

しいんですか。 

○事務局 失礼しました。 

 再編、統合というようなお話が言葉としての定義というところが出ております。 

 今回の質問をするに当たって、再編というところで再編の仕方というのも幾つか

例示としては挙げさせていただいております。再編をして新しい学校をつくってい

く、または再編をして元ある学校に吸収合併、もしくは廃校というような形の再編

の仕方もあるので、今、委員がおっしゃられた統合というのが、ここで言うところ

の再編という意味とイコールになるのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○会長 よろしいですか、事務局から。 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。ぜひ意見を出していただきたいと思います。 

○委員 ちょっとあまり感情的になりそうなので実はあまり言いたくないなと思っ

たのは、何せ自分の学校のことなのと、あと保護者側の意見としてというのもある

んですけれども、実は現在すごい不登校が多いじゃないですか。あと小学校、うち

の二小でいうと受験も中学受験もすごく多い中で、この規模とか人数というのも多

分、今後、受験する子たちもすごい増えてくると思うんですよ。 

 今、現在６年生、私も２人目が６年生なんですが、保護者様の意見とあと子ども

たちから聞くと、何でこの中学に来ないのかとか、何でここはどうなのか、先ほど

言ったように例えばお友達関係が嫌だからとか、ここに行ったら内申点が取りにく

いからとか、あと中高でやっぱり行ったほうが、特にこれ保護者の意見なんですけ

れども、高校受験が大変なので中学受験をしてそのままストレートに行きたいとい

う方が結構多いんですね。 

 その中で、この再編とかも、私の中では例えばその学区が変わるとかとなるんで

したらなんですけれども、何かそのいろいろな不登校の多いや受験が多い中で、そ

の教育問題に関して言うと、今現在そこの部分ってどうなのかなというのも実際あ

って、やはり中学の、今のうちの中学というよりも中学校全体なんですけれども、
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いろいろな情報がいろんなところで行き交っていて、特に本当内申が取りにくいと

いうのも保護者間ではすごく多いので、何かその部分もあったりや、あと現在、中

学でも不登校の子も結構多くて、その部分での何かケアみたいな部分。あと小学校

も不登校もやっぱり実際、今多くなってきているので、そういう中でのケアをして

いかないといけない中で、今この中学を再編しようやこうしようというのに本当に

子どもたちのためになっているのかなというのも、私自身すごい感じているところ

です。 

 いろいろと、こうやって意見を言っていただいたりとかもするのもすごいあれな

んですけれども、でも、実際その現場に見ていただくとどうなのというのは、多分

子どもも何人かは聞いてはいるとは思うんですが、数名だけの意見ではなく、本当

全体的な意見をやはりしっかりと取ったほうがいいんじゃないかなという、その意

見集約。特に中学生はやっぱり自分の意見は多分述べられると思うので、そういう

部分で何か例えばその再編なり、その中学が変わる、学区が変わるについてや、今

後の自分のそういう部分とかを、一度そういうふうにしっかりと取っていただいた

ほうがいいのかなというのと、あと保護者側も、やはり結構この問題ってすごく上

がってきていて、いろんな保護者様からも、私はここにいるというのを伝えていな

いのであれなんですけれども、もう二中と六中って統合するんでしょうというふう

に、もう決まっているんでしょうという言い方が結構多く、この部分でも保護者の

方たちもそういうふうに思ってしまうぐらい何か話が本当やっぱり先走っていると

いうかなって思うので、色々な部分を兼ねて今後もそういうお話はしていったほう

が、私的にはいいかなとも思いますし、その再編についてでも、やっぱりその学区

を、例えば五中で今新しくなったところで、うちは近くは五中が結構近いんですけ

れども、近いところは近いところではいいんですけれども、やっぱり遠かったら遠

かったなり、特に境南さんのほうが多分結構遠いので、その部分でも今後いろいろ

考えていったほうがいいのかなというふうには思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 現場からは、いかがでしょうか。 

○委員 中学校、小学校もそうですけれども、確かに不登校が増えているのはもう

メディアで発表されているとおりです。 

 本校も含めて市内不登校巡回対応教員というのが回っていますけれども、その教
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員とそれから支援員等で相談室等の充実のそこは重々向上は図っていますので、本

当に残念ながら学校に登校できないという子どもは本当に行きたくても行けない子

なので、そこは段階的にケアをしていかなきゃいけませんし、ケアをしていく必要、

今後もあるのかなと思っております。それが１点です。 

 あとこれは私がまた副校長のときにも経験したことなんですけれども勤務したと

きに、あの学校は内申点が厳しいという指摘を受けたこともあります。実はそんな

ことはなくて、全て根拠をもって公立学校の教員は評価、評定を出してはいますの

で、そんなことはございません。 

 今ここに保護者の方いっぱいいらっしゃいますけれども、今はやはりSNS上でのや

りとりがすごく、ここで終わる話が大きく膨らんでいるいるんですよ。報告を受け

ると全く違うことが報告が上がってくるので、本当に事実は何なのか根拠は何なの

かということを、ただうわさだけではなくて事実をきちっと明確にされてから、い

ろんなことを判断されたほうが私はいいと思いますので、よろしくお願いできれば

なと思っております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。意見ございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 小規模でやった場合のデメリットの件を、ちょっと校長先生なんかと話し

てみました、私の地元のね。そうしたら彼らが言うには、いろんなイベントのとき

にやっぱりちょっとデメリットがあるかなということを言っていました。例えば修

学旅行だとか運動会だとか。 

 それはある意味、修学旅行なんかは合同でやってもいいんじゃないかなというふ

うに私なんか思います。各学校、日程だけ例えば一緒に行き帰りだけ一緒にして、

現地はその学校の予定に合わせて。運動会は運動会で、例えばそこに立派な競技場

があるので六中さんとかやっていますけれどもね。そういった形で使える場所があ

るので、必ずしもそのスペースがないから駄目だということは当たらないかなとい

うふうに感じています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 今のに関して何かありますか、校長先生のほうから。特にはないですか。 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、一旦ちょっと、今、委員の皆様からたくさん意見ですとか観点を出してい
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ただいております。それで、一旦資料３のほうに目を移していただきたいと思いま

す。 

 今いろいろ意見を出していただいておりますが、最初に申し上げましたように今

日は特に結論というところにはいかなくてもいいかなと思っていますが、資料３と

いうのが委員の皆さんから出していただいた意見の集約表となっています。ここに

恐らく今日出していただいた御意見ですとか観点とかというのが付け加わっていく

ようなイメージになるかなと思います。 

 それで次回に向けて、表３を基に議論をしていくというふうに少しの時間取らせ

ていただきたいというふうに思います。 

 今、委員のほうから、小規模校のデメリットはあるけれども何らかのやりくりが

できるんじゃないかというような御意見をいただきました。 

 そのほか表を見ていただいて、さらに付け加えるところ、小規模校のメリットで

すとか、再編のメリット、デメリット、そういったところで付け加えるところ、思

いつくところ、ちょっと考えていただければなと思いますが、そんな形で少し意見

を出していただきながら次回につなげていくようにしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 １点だけ。既に少し話も出たところですが、再編のデメリットのところに

挙げられている学校施設の集約で、災害時の避難所のところですね。ほかの２つは

それ自体でそのデメリットは、心理的な負担というのはデメリットというか難しい

ところですけれども、そこは確実にあるものなので、それにどう対応するですが、

災害時の避難所に関しては２つの側面があります。 

 まず、一つは避難の距離ということですけれども、学校の配置図等を見ていただ

くと、ちょうど今統合等の話が出ている学校に関しては比較的学校同士の距離が近

いので、１か所その学校としての避難所が減ったから即そのデメリットが出るとい

うものではないです。 

 当然、学校が出れば、要は１校例えば少なくなった場合、物資はしっかり充足す

るように対応しますし、また一時の避難というところであれば、市の地域というの

は当然最初に学校に避難される方もあれば、広い広場、例えば学校を統合したから、

そこの土地がなくなるわけではないので、一旦避難するところと、しっかりその避

難所として整備して避難所組織を運営するというところであれば、デメリットとい

うのは防災とも少し話しましたけれども、それほどここに関しては心配する必要は



－29－ 

ないのかなと思っておるところです。 

○会長 ありがとうございます。 

 今いただいたような形で、ここにこう書いてあるけれども、こういう見方ができ

るよという意見をたくさんいただきたいですし、繰り返しになりますが、ここに書

かれていないけれども、これ考えなきゃいけないよねというところも、ぜひ出して

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 再編のメリットのところの建て替え時に仮設の敷地が要らないというので、

これは非常にいいことかなと思うんですよ。それに伴う財政面から考えても費用が

かなり集約できるのかなと思います。これは本当に先によく考えていただいて、有

効な手だての一つとして考えていただければいいかなと思うんですけれどもね。 

 それと、その防災のほうのお話が私のほうにまた来たかなと思うんですけれども、

現在、六中と二中の距離は確かに近いです。避難する方の環境もあまり変わらない

ようなところにありまして、別に移動距離はそんなにあまり考えなくてもいいのか

なと、防災に関してですよ。ただ学校の生徒が移動するということじゃなくて、防

災の面からするとそんなに関係ないかなというふうに考えております。 

○会長 ありがとうございます。 

 ちょっと私から事務局に確認というか質問というか、させていただきますが、今、

委員のほうから、防災ということではなくて子どもの通学という話もあったかと思

います。その他の意見のところに、生徒の自転車通学を検討するという言葉も書か

れておりますが、どうなるかは分かりませんけれども、こういったこと、こうなっ

たらこうというパターンのときに、今、多分それ駄目なんですよね、自転車通学。

そういうことを検討するということも今後出てくるという理解でよろしいですか。 

 事務局お願いいたします。 

○事務局 実際には今、市内で部活動拠点校制度というのを行っていて、中学生が

自転車で部活動のために移動するということは実施されているので、検討の結果、

認められる可能性はとてもあるというふうに考えます。 

○会長 ありがとうございます。 

 こういったことも必要であれば検討していくという理解でよろしいということで

すね。すみません、私から質問してしまって申し訳ありません。ありがとうござい

ます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 



－30－ 

○委員 再編のところでデメリットとされている今も話出ていましたけれども、学

区域が広がることから通学距離が長くなる。これはもう物理的な話でそのとおりだ

と思うんですけれども、文科省のほうでその通学距離についての考え方みたいなも

のが示されていたと思うので、それはこの中で共有はしておいたほうがいいと思い

ますので、どのくらいだったらというところはちょっと御紹介をいただきたいと思

います。 

○会長 事務局お願いいたします。 

○事務局 今、国のほうでのというところがございましたので、ちょっとそこの御

説明をさせていただきます。 

 国のほうで、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引というも

のが、平成27年に文科省のほうから出されております。 

 こちらを見ていくと、この中に通学距離の話もございました。通学距離に関して

は、これはあくまで国の考え方にはなるんですけれども、国では公立小学校・中学

校の通学距離について、小学校でおおむね４キロ以内、中学校でおおむね６キロ以

内という基準を公立小中学校の施設費の国庫負担金対象となる学校の統合条件とし

て定めていることから、通学条件を通学距離によって捉えることが一般的となって

いますというふうに、ここで記載をされています。 

 ここの根拠の法律のところをちょっと御紹介すると、義務教育諸学校等の施設費

の国庫負担等に関する法律施行令第４条第１項第２号というところに書いてありま

す。もちろん、ただし、この条件に必ずしも適合しない場合においてもというとこ

ろのただし書がついているところは、申し伝えたいと思います。 

 なお、この間、もし再編をした場合にどのぐらいの距離を一番遠いお子さんは歩

かなければいけないのかというところ、距離的なところを地図で見たというところ

になるのですけれども、境南のエリアから、もし再編をしてエリア的には二中と六

中を比べたときには二中の敷地という形にはなってしまうかなというところで、二

中までの距離というところで見ると大体３キロほどという形で距離のほうは確認が

取れております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 これは、あくまで補足情報というところで御理解いただければと思います。あり

がとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 
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 お願いいたします。 

○委員 再編のメリットのところで、先ほど委員のほうから仮設期間がゼロになる

ことのメリットとしてご紹介をいただきましたが、もちろん財政面も大きい部分な

んですけれども、それと同時に、先ほど会長にもおまとめいただいた子どもの精神

的な負担というところでも、仮設の生活期間が無いということは非常に大きなメリ

ットになると思いますので、この仮設期間がゼロになるといったところの意味合い

として、その精神的な負担の軽減であったりとか、そのことがまた学校生活の質に

関わってくることになると思いますので、そういったここに観点も加わるといいの

かなというふうに思いました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○委員 資料３のところの小規模存続のメリットの欄のポツの２つ目に、小規模な

らではのよさや、その年ごとの学校の特色を維持できるという記載がございまして、

これ事前に意見出された委員の中から、どなたかこの意見があったのでこういうこ

とだと思うんですけれども、ちょっと分かりにくいところがあるのかなと思ってお

りまして、小規模ならではのよさがあるというのはそれはそのとおりだと思ってお

ります。中規模、大規模それぞれのメリット、デメリットはそうなんですけれども、

その年ごとの学校の特色という話になると、それは規模とは関係なく、例えば再編

した場合の学校であっても、そこはその年ごとの学校の特色というのは当然出てく

ると思いますし、既存のもの、規模と関係なくあると思うので、何を伝えたかった

一文なのか、少し事務局のほうで言葉をまとめているところがあると思うんですけ

れども、実際に委員の出された意見どういうことなのかというのを、もし教えても

らえると、と思います。 

○会長 こちらについて、もし補足いただける委員の方が今、本日御出席であれば

いただきたいと思いますが、もしくは事務局のほうで補足、元データ等を基にして

補足が可能であれば。 

 ちょっと今すぐ出ないようですので、また次回もこの資料使わせていただきます

ので、その際までに、ここのところをもうちょっと理解できるように何らかの形で

補足をお願いできればなと思います。 

 それでよろしいでしょうか。 

○委員 はい。 
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○会長 申し訳ありません。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

○委員 その他の意見のところなんですけれども、自転車通学の検討をすると書い

てありますけれども、これ中央線の複々線工事のとき、実際、武蔵野市の二中では

自転車通学でやっていました。事実がありますので、それだけお伝えしておきます。 

○会長 事務局の方ぽかんとしている気は……していないですね。失礼しました。

という事実情報をありがとうございます。 

 情報も含めまして、また御意見、こんな観点というところ、ぜひいろいろ出して

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 事務局お願いいたします。 

○事務局 先ほどの小規模存続のメリットの、小規模ならではのよさや、その年ご

との学校の特色を維持できるという言葉なんですけれども、事前にいただいた意見

の中で、恐らく年によってその学年の雰囲気だとか特色があるということで、その

ような形の集団の雰囲気だとかそういったところを意味しているものというふうに、

こちらでは理解をして書いたところです。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 そうであるならば、そこはどの学校においてもそうだと思うので、その年

ごとの学校の特色というのは、それ果たして小規模存続としてのメリットになるの

かなと私は疑問に思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 その他の意見のところの、一定のルールに基づく学区域の弾力化を検討と

いうのは、再編をした場合に一定その学区域についてのアンバランスが生じるかな

と思って、これはちょっと私の書いた部分もあるんですけれども、逆にそんなの無

理だよ、とかというのがあるのであれば、ちょっとそこについて事務局から補足し

ていただけたらと思うんですが。 

○会長 事務局、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○事務局 今、武蔵野市においては居住地で入学する学校が決まって、例外的に例

えばいじめだとか不登校などそのような特別な理由があれば、教育委員会、学校と

協議の上、違う学校に行くという対応はしておりますので、この再編ということに
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なったら、そういったところの条件を精査をした上で指定校変更というのは制度と

してはあり得るのかなというふうに思っております。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 はい。ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 この再編のデメリットで学校がなくなることへの心理的な抵抗感が生じる

という部分に、もう一個、学校の規模が大きくなることで学校行事における一人一

人の出番が少なくなって、個々の自主性、今多分子どもの自主性という言葉がすご

い出てくると思うんですけれども、そことか、あと自立性がちょっと育たなくなる

おそれもあるんじゃないかなというのも、１点かなとは思います。 

 やっぱり規模が大きく、２クラスだからそうとは限らないかもしれないんですけ

れども、２クラスとか小規模とかでも例えば先生たちが一人一人個々見やすいとい

う部分もあると思うし、やっぱりクラス数が多くなると、その分、内に籠もる子な

ども増えてくると、その自主性や自立性ってちょっと減ってくるのかなというのが、

デメリットのほうに入るんではないかなというのがあります。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 お願いいたします。 

○委員 そこは、ぜひ現役の校長先生の意見聞いてみたいなと思っておりまして、

せっかく四中の校長先生いますので。自主性、自立性が育たなくなるというところ

結構デメリットとして大きな話なので、本当にそうなのかなというふうに私はむし

ろ逆の考えだったものですから、ちょっと現場の声を聞かせてください。 

○委員 小規模校であれば、小規模でも大規模でもそのあたりは今、生徒が主体と

いいますか、そんなに大きくは変わらないです。 

 それが１点と、あとちょっと漠然とした言い方をしますけれども、２クラスとか

も小規模校の学校はアットホーム的な感じもありますし、これまでやってきたこと

が割と維持できやすいんですけれども、中とか大になりますと、割とその辺は前例

踏襲というよりかは毎年毎年その点は変化していくという現実があるのかなと、現

場から見ていると感じております。 
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 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 恐らくもう一度、次回もこの表３プラス……ちょっと事務局、相談ですが、今い

ただいた意見とか今回の意見をプラスするような形でこの表の肉づけは可能ですか、

次回に向けて。 

○事務局 はい。そのように対応できます。 

○会長 ありがとうございます。 

 そうしますと、我々に与えられた時間といいますか、もう一回この審議会で今日

のような検討をさせていただきたいと思っています。その際に、今事務局からあり

ましたが、この資料３を今日の意見なども含めてちょっとブラッシュアップをして

いただくという形で、再度、皆さんでこれに関して意見を言い尽くしたいと思いま

す。その結果、どういう形を提言していくかということを考えたいと思います。 

 それで次回に向けてということにもなるかと思いますが、今日御欠席の委員の方

にも伝えていただき、オンライン参加の委員にも、聞いてはいただいているとは思

いますが雰囲気も伝えていただきながら、各委員、皆様もう一度この審議会に課せ

られたタスクですね。それに第１回の資料とかも立ち返っていただいて、何を求め

られているのかというところを御理解いただいた上で、次回に向けて皆様の意見を

少しまとめていただければなと思います。 

 そんな形で、いかがでしょうか。もう一度時間がありますので、ぜひ次回に向け

て闊達な意見交換できるように御準備を進めていただければと思います。 

 事務局、こんな感じでよろしいでしょうか。大丈夫ですか。 

 ありがとうございます。 

 では、次回の第５回に、今日の審議をまた継続して行わせていただきたいという

ふうに思います。 

 では、議事はここまでにさせていただきたいというふうに思います。 

──────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○会長 続きまして、次第の３、その他に移りたいと思います。 

 事務局のほうで何かあればお願いいたします。 

○事務局 御審議ありがとうございました。 

 今回の審議会の内容も含めて市報、リーフレット等を活用して、広く市民には周
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知を図っていきたいというふうに考えております。 

 この後、３つほど事務連絡がございますので、お伝えをさせていただきます。 

 まず、１点目になります。次回の日程でございます。 

 次回の審議会については、２月25日水曜日、午後５時から７時まで市役所811会議

室で行います。 

 続きまして、２点目、会議録についてです。 

 会議録についてはでき次第、皆様からいただいております連絡先のほうにメール

でお送りをさせていただきます。その際には委員のお名前も入れてお送りさせてい

ただきますので、御確認をお願いいたします。 

 その後、委員のお名前は最後は削除して、市のホームページで公表をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 最後、３点目になります。 

 この会議に関して何かございましたら、教育部教育委員会までお問合せのほどよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 次回が第５回審議会となりますが今年度最後の審議会になりますので、繰り返し

になりますが、今日の議論を踏まえて最終的な審議のほうに進めていきたいと思い

ます。次回の第５回まで踏まえて今年度の審議状況を中間まとめとして、教育委員

会のほうに報告をさせていただくという形になります。 

 次回は、今日の審議の続きと併せて中間まとめの案も皆様のほうにお示しをして、

確認をしていただくというふうになります。何度も繰り返して申し訳ないんですが、

次回ぜひ言い尽くせるように審議を深めていきたいと思いますので、御準備のほう

お願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会 

○会長 それでは、以上をもちまして本日の第４回第二期武蔵野市学校施設整備基

本計画策定審議会を終了とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

午後 ６時４３分閉会 


